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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和７年２月１２日 ０６時００分頃 

発生場所 岡山県玉野
た ま の

市宇野
う の

港田井
た い

Ｄ岸壁 

宇野港第２突堤防波堤灯台から真方位００７°１.１海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３４°３０.５′ 東経１３３°５７.６′） 

事故の概要 貨物船兼砂利運搬船第八文章
ぶんしょう

丸が横着けしていた貨物船兼砂利運

搬船第十文章丸の係留索を放す作業中、第八文章丸の前部甲板で作業

に当たっていた乗組員が負傷した。 

事故調査の経過  令和７年２月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船兼砂利運搬船 第八文章丸、４９９トン 

１４２７００、やまは工業株式会社（Ａ社） 

   ６４.０５ｍ（Lr）×１３.３０ｍ×７.３８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２８年７月 

Ｂ 貨物船兼砂利運搬船 第十文章丸、４９７トン 

   １３４２０４、Ａ社 

   ６４.１８ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年６月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年６月１１日 

    免状有効期間満了日 令和８年６月２１日 

航海士Ａ ７４歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４８年６月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和４年５月２日 

    免状有効期間満了日 令和９年６月１６日 

Ｂ 船長Ｂ ４２歳 

   四級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 平成１６年９月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和６年７月１９日 

    免状有効期間満了日 令和１１年９月１３日 

  甲板員Ｂ ３９歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 令和２年７月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年７月８日 

    免状有効期間満了日 令和７年７月７日 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（航海士Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１７cm（宇野） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、宇野港田井Ｄ岸

壁に空船の状態で、入船左舷着けにて着岸していた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか３人が乗り組み、積荷である砂約

１,５００ｔを積載した状態で、次の揚げ荷役までの時間調整の目的

で、船首をＡ船と同じ北東方に向けてＡ船右舷側に左舷横着けしてい

た。 

Ｂ船は、Ａ船右舷側に左舷横着けした際、船首尾に投錨していた。 

Ｂ船がＡ船に横着けした際、ヘッドライン、前部スプリングライン

（以下「本件ライン」という。）、後部スプリングライン、スタンライ

ンの各アイ（ロープの端末に形成されたリング状の部分）をＡ船の

係船柱
けいせんちゅう

（船の甲板上に設置されるロープを掛ける構造物）に係止し

ていた。 

（図１ 参照） 
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図１ 着岸中のＡ船に左舷横着けしたＢ船の状況（概要） 

 

航海士Ａを含むＡ船の乗組員は、令和７年２月１２日０５時５０分

頃Ａ船に横着けしているＢ船が出港する体制となったので、Ｂ船の係

留索を放す作業を行う目的で、航海士ＡがＡ船の前部甲板で待機し、

他の乗組員２人がＡ船の後部甲板で待機した。 

Ｂ船では、船長Ｂが出港部署を発し、甲板員Ｂ及び航海士（以下

「航海士Ｂ」という。）の２人が前部甲板に、他の乗組員１人が後部

甲板にそれぞれ出港作業のために移動した。 

Ｂ船の前部甲板には、２人の乗組員が配置につくこととなっていた

が、航海士Ｂは、出港後の揚げ荷役の準備作業としてクレーンの暖機

運転を行う目的で、出港作業には参加せずクレーンの操縦席に移動し

た。 

甲板員Ｂは、Ｂ船において休暇等で下船者が生じた際、前部甲板に

おいて１人で出港作業に当たった経験が複数回あったので、１人での

出港作業に対する不安は感じておらず、そのまま１人で出港作業を行

うこととした。 

航海士Ａは、ゴム手袋を着用した状態でＡ船の前部甲板で待機し、

Ｂ船の前部甲板作業に当たっていた甲板員Ｂから、今から出港する旨

の案内を受けた。 

航海士Ａは、これまでの作業の経験から、Ｂ船は出港の際に本件ラ

田 井 Ｄ 岸 壁 

Ａ船 
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イン、ヘッドラインの順で放すことを知っていたので、本件ラインが

係止されている前部甲板右舷側の係船柱（以下「本件係船柱」とい

う。）に近づき、甲板員Ｂが本件ラインを緩めるのを待った。 

甲板員Ｂは、０５時５７分頃、船長Ｂの「ロープを放せ」との船外

マイクからの声を聞き、ふだんの作業と同様に、Ｂ船の前部甲板左舷

側に設置された本件ラインの係船機を、ロープを送り出す方に操作し

て本件ラインを緩めた上で係船機を一旦停止した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航海士Ａは、船長Ｂの船外マイクによる指示を聞いた後、すぐに本

件ラインが緩まったので本件係船柱の正面に立ち、本件ラインのアイ

を両手で掴
つか

み、本件ラインをＡ船の前部甲板上に引き込むように引っ

張った。 

航海士Ａは、本件ラインが重かったので、本件ラインのアイを本件

係船柱から外すことができず、本件ラインをＡ船側から放せずにい

た。 

甲板員Ｂは、本件ラインを緩めた後、Ｂ船右舷側の係船機の前に移

動し、ヘッドラインについても本件ラインと同様に係船機を操作して

ヘッドラインを緩める作業を行った。 

甲板員Ｂは、ヘッドラインを緩めた上で右舷側の係船機の操作を停

止し、船首部に移動してヘッドラインの弛
ゆる

んだ部分がＢ船の船外に出

ていくよう、手でヘッドラインを船外に繰り出す作業を行い、そのま

ま本件ラインの係船機の操作位置に戻った。 

甲板員Ｂは、ふだんであれば、ヘッドラインを緩める作業を行って

いる間に本件ラインが放されており、本事故当時も同じくらいの時間

が経過していたので既に本件ラインは放されていると思い込み、本件

ラインがＡ船側から放されたことを目視で確認しないまま、０６時 

００分頃に本件ラインの係船機を巻き取る方向に操作した。 

航海士Ａは、左手で本件ラインのアイを握って本件係船柱の上端を

かわそうとしていたところ、本件ラインが急に緊張し、本件係船柱と

アイとの間に左手を挟まれた。（写真２参照） 

写真１ 甲板員Ｂが左舷側の係船機を操作して本件ラインを緩める状況（再現） 
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航海士Ａは、左手が挟まれた際、急いで左手を引き抜き、直ちにＡ

船の後部甲板に移動し、その後、ゴム手袋を外して左手を確認したと

ころ、左手の指先を負傷していることを認めた。 

船長Ｂは、出港後の航行予定海域や船尾側の係留索が放される状況

を確認しており、航海士Ａが負傷した状況を確認しておらず、前部の

係留索が放されないのを不思議に感じ、係留索を放すよう、再度、船

外マイクで周知した。 

Ｂ船の左舷側の係船機の前に立っていた甲板員Ｂは、本件ラインを

巻き取ることができずにいたので、不思議に思い、再び本件ラインを

緩めた上で、Ａ船の外板から垂れ下がった状態の本件ラインを目視で

確認していた。 

Ａ船の後部甲板にいた乗組員２人のうち１人は、航海士Ａが負傷し

たことを船内に周知し、本事故発生を知った船長Ａが救急車を要請す

るとともにＡ社担当者に本事故発生を連絡した。 

Ａ船の後部甲板にいたもう１人の乗組員は、航海士Ａに代わり前部

甲板に移動してＢ船の本件ライン及びヘッドラインを放し、甲板員Ｂ

は、本件ラインがＡ船から放されたことを目視で確認したので、本件

ラインを巻き取り、その後、ヘッドラインも巻き取った上で、Ｂ船

は、揚げ荷役の目的で出港した。 

航海士Ａは、到着した救急車で病院に搬送され、左示指
じ し

切断、左中

指切断、左環指
か ん し

切断、左小指切断と診断され、約１か月の入院加療と

なった。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ｂ船が出港後、Ａ社関係者から航海士Ａが

負傷した旨の連絡を受け、本事故の発生を知った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

写真２ 本件ライン及び航海士Ａが本件係船柱の上端をかわそうとする状況 

（Ａ船と同型であるＢ船上で、Ｂ船乗組員によって再現） 
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 その他の事項 (1) Ａ船及びＢ船の喫水差並びに横着けの頻度等について 

Ａ船の喫水は、船首約１.３５ｍ、船尾約３.２０ｍであり、Ｂ

船の喫水は、船首約３.８０ｍ、船尾約４.９０ｍであった。 

甲板員Ｂによれば、Ｂ船の甲板上からＡ船のブルワーク上端ま

での高さが３ｍ近くあったので、Ｂ船の甲板上からはＡ船の船体

外板しか見えず、Ａ船での作業状況を目視で確認することができ

ない状況であった。 

Ａ船及びＢ船は、月に約１～２回宇野港田井地区の岸壁で横着

けする機会があり、岸壁への着岸とするか他船への横着けとする

かについては、積荷の有無や出港後の運航予定に応じて調整して

いた。 

(2)  本件ラインの情報について 

本件ラインは、直径約５０㎜の化学繊維製であり、先取りロー

プ（ラインのアイに取り付けた細索）が設けられていた。 

(3) 各船乗組員の情報について 

航海士Ａは、約５５年間の船員としての経験があり、約１４年

前にＡ社に入社し、本事故発生の約４年前からＡ船に航海士とし

て乗船していた。 

航海士Ａは、係留索が緊張した場合にはアイの先端が係船柱と

接することを理解していたが、本事故当時、本件ラインをＡ船前

部甲板上に引き込むように引っ張る際、本件ラインの自重の関係

で、力を入れなければＡ船前部甲板上に引き込めないと感じ、先

取りロープではなく、アイの先端そのものを左手で強く握ってい

た。 

航海士Ａは、本事故当時、本件ラインのアイを本件係船柱の上

端付近まで持ち上げた際、もう少しで放せそうな位置まで持ち上

げることができたので、Ｂ船側に本件ラインを更に緩めるよう伝

えていなかった。 

航海士Ａは、本事故当時、ゴム手袋のほか、膨張式救命胴衣、

作業着、ヘルメット及び安全靴を着用していた。 

甲板員Ｂは、約１０年前にＡ社に入社し、入社後約８年間はＡ

船に甲板員として乗船しており、その後、本事故発生の約１年前

からＢ船に甲板員として乗船していた。 

甲板員Ｂは、これまで、主に前部甲板で出入港作業を担当して

おり、Ａ船での乗船勤務時も含めて、これまでに１人で出港作業

を行った経験が複数回あり、これまでの作業で危険な状況に至っ

たことはなかった。 

甲板員Ｂは、本事故当時、膨張式救命胴衣、作業着、ヘルメッ

ト、作業用手袋及び安全靴を着用していた。 

(4) Ａ船乗組員が他船の係留索を放す作業を行う際の配置等に関す
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る情報について 

Ａ船では、ふだんからＡ船に横着けしたＢ船が出港する際、手

空きの作業員が、前部甲板及び後部甲板の配置についていた。 

航海士Ａは、船員としての経験が豊富であったので、前部甲

板、後部甲板のいずれの配置でも作業の対応が可能であり、本事

故当時、Ａ船船外に出た際、Ａ船の前部甲板に他の乗組員がまだ

向かっていないことを知り、自身が前部甲板で作業を行おうと考

え、前部甲板での配置についた。 

(5) Ｂ船の出港時の前部甲板での配置等に関する情報について 

Ｂ船の出入港作業において、前部甲板には航海士Ｂ及び甲板員

Ｂの２人が配置につくが、２人体制で作業に当たる際は、航海士

Ｂが係船機を操作し、甲板員Ｂは舷側に立って、係留索の状態を

目視で確認した上で、航海士Ｂに対して係留索を緩めたり取り込

んだりする旨の指示を出していた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ｂは、前部甲板において１人で出港作業を行う際も航海

士Ｂと２人体制で作業を行う際と同様に、係留索の状態を目視で

確認した上で係留索を取り込んでいた。 

甲板員Ｂは、本事故当時、出港作業に際して焦りは感じていな

かった。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂによれば、Ｂ船がＡ船に横着けする場合

は、ふだんから船首尾に投錨しており、係留索を放した後も揚錨

作業に時間を要するので、Ｂ船での出港作業で係留索を急いで放

すような状況となったことはなく、本事故当時も同様であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ｂ船は、宇野港田井Ｄ岸壁において、横着け中のＡ船からの出港作

写真３ ふだん、甲板員Ｂが実施している係留索の確認状況（再現） 
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業中、両船の喫水差でＢ船甲板上からＡ船甲板上を目視できない状況

下、１人で出港作業に当たっていた甲板員Ｂが、目視で本件ラインが

本件係船柱から放されたことを確認しなかったことから、本件ライン

を巻き取る際に本件ラインが急に緊張し、係留索を放す作業に当たっ

ていた航海士Ａの左手が本件ラインのアイと本件係船柱との間に挟ま

れて負傷したものと考えられる。 

航海士Ａは、本件ラインが重たく感じたので、本件ラインをＡ船甲

板上に少し引き込むように引っ張る際に力を加えようとし、本件ライ

ンのアイと本件係船柱との間に手を入れた状態で作業を行ったことか

ら、本件ラインが急に緊張した際、左手が本件ラインのアイと本件係

船柱との間に挟まれたものと考えられる。 

Ｂ船からＡ船甲板上に係留されていた本件ラインは、両船の喫水差

の関係で、Ａ船の係船柱がＢ船の甲板上よりも高い位置にあったこと

から、甲板員Ｂが本件ラインを緩めたものの、航海士Ａは、本件ライ

ンの自重でＡ船甲板上に本件ラインを引き込むことに時間を要したも

のと考えられる。 

甲板員Ｂは、ふだんの出港作業において、本件ラインを緩めた後、

ヘッドラインを緩める作業を行っている間に、本件ラインが放されて

いたとの経験に基づき、本事故当時も、ヘッドラインを緩めている間

に本件ラインは放されていると思い込んだことから、本件ラインがＡ

船側から放されているか目視で確認しなかったものと考えられる。 

甲板員Ｂ及び航海士Ｂは、ふだんの出港部署配置であれば、甲板員

Ｂが船首部の舷側にて係留索が放された状況を目視で確認していた

が、本事故当時、航海士Ｂがクレーンの暖気運転に従事する関係で甲

板員Ｂが１人で出港作業を担当したことから、作業の状況確認を行う

者が不在の状態で作業を進めたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、宇野港田井Ｄ岸壁において、横着け中のＡ船か

らの出港作業中、両船の喫水差でＢ船甲板上からＡ船甲板上を目視で

きない状況下、航海士Ａが本件ラインのアイと本件係船柱との間に手

を入れた状態で作業を行ったため、また、１人で出港作業に当たって

いた甲板員Ｂが本件ラインが本件係船柱から放されたことを目視で確

認しなかったため、本件ラインを巻き取る際に本件ラインが急に緊張

し、航海士Ａの左手が本件ラインのアイと本件係船柱との間に挟まれ

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、自社の保有船舶及び運航管理船舶の乗組員に対

し、本事故の概要等を周知し、出入港作業の手順の確認及び安全確認

の重要性について、船員間での検討会を実施した。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・２船間で離係船作業を行う乗組員は、死角によって作業の進捗状
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況を自らの目で確認することが難しい場合は、中継役を配置した

り乗組員間のコミュニケーションルールを設定したりするなど

し、双方の船舶の乗組員間の状況確認や意思疎通を図るための仕

組みを構築した上で、作業を行うこと。 

・離係船作業を行う乗組員は、慣れた作業であっても慢心せず、作

業手順を事前に確認し、作業中は複数の人員で安全確認を確実に

実施しながら作業を進めること。 

・離係船作業を行う乗組員は、離係船作業等、係留索の緊張が伴う

作業を行う場合は、係留索及び係留索のアイを掴む際に、係留索

が急に緊張する可能性があることを理解し、係留索が急に緊張し

た場合であっても手指がアイと係船柱との間に挟まれない位置を

掴むなど、受傷防止を考慮した手段で作業を行うこと。 

・船舶所有者は、乗組員に対し、離係船作業等、日頃から頻繁に行

う作業については安全確認が疎
おろそ

かになりがちであることを理解

させ、安全確認の重要性を改めて周知し、実践させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

宇野港 

田井岸壁 

香川県 豊島 

宇野港第２突堤防波堤灯台 

事故発生場所 

令和７年２月１２日 

 ０６時００分頃発生 

玉野市 

岡山県 

直島 

井島 小豆島 


